仕様書

１　業務名　　令和８年度越境ECサイトを活用した県産品のプロモーション業務委託

２　業務の目的
県では、域外における県産品の需要を獲得し、販路拡大を図るためには、伸長するEC（電子取引）市場において、ECモールを活用した販売を行うことが効果的であるとして、大分県産品通販サイト（以下「おんせん県おおいたオンラインショップ」という。）を運用（注１）している。また、令和７年度には、大阪・関西万博を契機として、海外インバウンド観光客が帰国後も県産品を購入できるようにするため、越境ECサイト内に「おんせん県おおいたオンラインショップ」を活用したwebページを開設（注２）するとともに、利用の促進を図るため、万博会場等関西エリア及び当該サイト内等での販促プロモ―ションを実施した。
本業務では、越境ECサイトを活用した県産品の持続可能な販促戦略の構築、県内インバウンド観光客への販促プロモーション及び台湾での販促プロモーションを実施することで、県産品の更なる海外販路拡大を目指すものである。
（注１）県では、以下の大手ECモール内に大分県公式通販サイト「おんせん県おおいたオンラインショップ」を開設（運営事業者：大木化粧品株式会社）
　　　①楽天市場　URL：https://www.rakuten.ne.jp/gold/onsenken-oita/
　　　②Yahoo!ショッピング　URL：https://store.shopping.yahoo.co.jp/onsenken-oita/
　　　③Amazon　URL：https://www.amazon.co.jp/s?me=AB9Ffzg24Dge9
　　　④dショッピング　URL：https://dshopping.docomo.ne.jp/partner/onsenken-oita/?pcode=207
（注２）県では、越境ECサイト「Buyee」（運営事業者：tenso株式会社、URL：https://buyee.jp）内の「47storey」（運営事業者：株式会社JTB、URL：https://shop.buyee.jp/47storey）に、大分県webページ（URL：https://media.buyee.jp/content/ja/travel-culture-ja/oita-ja/）を開設

３　履行期間　契約締結日から令和９年３月１２日まで

４　委託内容
（１）越境ECサイトを活用した県産品の持続可能な販促戦略の構築
　　①　本業務では、越境ECサイトを活用した県産品の販売及び販促プロモーション等に具体的な知見やノウハウを有する者を事業に参画させること。
なお、「具体的な知見やノウハウを有する者」とは、越境ECサイトを活用した商品販売に顕著な実績を有する事業者又は越境ECサイトの運営事業者等で市場分析・販売実績分析や販売戦略の構築を担当する者を想定している。
②　越境ECサイトは東アジア（主に台湾）をメインターゲットとして展開することとし、当該地域の市場分析、市場分析を踏まえた商品提案及び効果的な販促プロモーションの提案を行うこと。また、事業実施期間中の販促実績を分析し、県及び「おんせん県おおいたオンラインショップ」の運営事業者に共有するとともに、分析結果を踏まえた具体的な改善提案を行うこと。
　　③　本業務において活用する越境ECサイトは問わないが、「おんせん県おおいたオンラインショップ」（楽天市場、Yahoo!ショッピング、Amazon、dショッピングのいずれか１つ以上）に登録されている県産品を掲載することで、海外から購入可能な状態とすること。
　　④　事業の実施に当たっては、県及び「おんせん県おおいたオンラインショップ」の運営事業者と常に連携を図るとともに、定期報告・対応協議等の際には、「具体的な知見やノウハウを有する者」を参加させること。

（２）県内インバウンド観光客に向けた販促プロモーション
　　①　県内インバウンド観光客に向けて、（４）①で設定した目標KPI（越境ECを活用した県産品の販売額）の達成に向けた効果的な施策を実施すること。
なお、越境ECは東アジア（主に台湾）をメインターゲットとして展開することから、タイガーエア台湾（台北‐大分線）や県内の宿泊施設又は観光施設等を利用するインバウンド観光客に対して県産品の魅力訴求及び越境ECの利用促進を図る施策を想定しているが、（１）の販促戦略としてさらに効果的なプロモーションが考えられる場合には、県及び「おんせん県おおいたオンラインショップ」の運営事業者と協議のうえ、実施すること。
②　（４）①で提示した目標KPIの各種数値を達成した場合も、事業予算を有効に活用し、効果の最大化を目指して事業を実施すること。
　　③　事業の実施に当たっては、県及び「おんせん県おおいたオンラインショップ」の運営事業者と常に連携を図るとともに、定期報告・対応協議等の際には、（１）の「具体的な知見やノウハウを有する者」を参加させること。

（３）台湾での販促プロモーション
　　①　台湾での県産品の魅力訴求及び越境ECを活用した販促を図るため、（４）①で設定した目標KPI（越境ECを活用した県産品の販売額）の達成に向けた効果的な施策を実施すること。
なお、県が台湾プロモーション（令和８年１１月上旬～中旬実施予定）を実施することから、これと連携した施策を想定しているが、（１）の販促戦略としてさらに効果的なプロモーションが考えられる場合には、県及び「おんせん県おおいたオンラインショップ」の運営事業者と協議のうえ、実施すること。
　　②　県産品の魅力を最大限に訴求し、台湾現地での購買意欲を高めるため、現地マス・メディアの活用など効果的な広告誘導及びPRを実施すること。
③　（４）①で提示した目標KPIの各種数値を達成した場合も、事業予算を有効に活用し、効果の最大化を目指して事業を実施すること。
　　④　事業の実施に当たっては、県及び「おんせん県おおいたオンラインショップ」の運営事業者と常に連携を図るとともに、定期報告・対応協議等の際には、（１）の「具体的な知見やノウハウを有する者」を参加させること。

（４）効果検証
　　①　目標KPI（越境ECを活用した県産品の販売額及び販促プロモーションにおける目標数値（コンバージョン率等）は必須とする。）を具体的に提示し、これらを前提に県及び「おんせん県おおいたオンラインショップ」の運営事業者と協議のうえ、事業を実施すること。
　　②　事業完了後に、事業の結果分析及び今後の展開について改善提案を盛り込んだ「事業実施結果報告書」を提出すること。

５　成果物（報告書）等
（１）事業実施結果報告書（A4版）電子媒体１部
（２）提出場所　大分県商工観光労働部商業・サービス業振興課
（３）提出期限　令和９年３月１２日

６　その他
（１）業務実施にあたっての留意事項
①　受託者は、業務の実施にあたっては、委託者と十分に協議・連絡を取り合い、委託者の指示及び監督を受けること。
②　各業務上で必要となるアポイントメントや転載許諾など、全て受託者の責任において行うこと。
③　本業務に関連して第三者が有する知的財産権の侵害の申し立てを受けた場合、受託者の責任（解決に要する一切の費用負担を含む。）において解決すること。ただし、県の責めに帰する理由による場合においては、この限りではない。
④　この仕様書に定めのない事項等については、別途協議し決定する。

（２）業務の実施体制
①　本業務の実施に当たり、十分な経験を有する業務全体を統括する責任者を置くこと。
②　統括責任者は、業務執行に必要な要員を確実に手配すること。また、業務実施体制表を作成し、委託者へ提出すること。
③　統括責任者は、業務執行の進捗状況を常に把握し、定期的に委託者へ口頭もしくは書面で報告すること。
④　県が天災等により、事業の中止または縮小を決定した場合においては、契約金額の範囲内で、県は、実施に要した経費をもとに受託事業者と協議して取り決めた金額を支払うものとする。
